
大規模氾濫に関する氷見地区減災対策協議会 規約 一部改正（案） 新旧対照表 

現行（旧） 改正案（案） 

大規模氾濫に関する氷見地区減災対策協議会 規約 

 

 

第１条～第９条  （省略） 

 

（ 附則 ） 

第１１条 本規約は、平成２９年 ６月 １日から施行する。 

改 正  平成３０年 ５月１６日 

改 正  令和元年  ５月２４日 

改 正  令和２年  ５月２７日 

改 正  令和３年  ５月２０日 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模氾濫に関する氷見地区減災対策協議会 規約 

 

 

 

 

（ 附則 ） 

第１１条 本規約は、平成２９年 ６月 １日から施行する。 

改 正  平成３０年 ５月１６日 

改 正  令和元年  ５月２４日 

改 正  令和２年  ５月２７日 

改 正  令和３年  ５月２０日 

改 正  令和７年  ５月  日 

 

 

 

※赤字改正箇所 



現行（旧） 改正案（案） 

 

別表１ 

大規模氾濫に関する氷見地区減災対策協議会 構成員 

氷見市長 

高岡市消防本部 氷見消防署長 

富山県高岡土木センター氷見土木事務所長 

富山県高岡農林振興センター所長 

富山県土木部 河川課長 

富山県土木部 砂防課長 

富山地方気象台長 

＜オブザーバー＞ 

北陸地方整備局 富山河川国道事務所 

西日本旅客鉄道株式会社 金沢支社 

北陸電力株式会社 高岡支店 

 

 

別表２ 

大規模氾濫に関する氷見地区減災対策協議会 幹事会 構成員 

氷見市 地域防災課長 

氷見市 ふるさと整備課長 

高岡市消防本部 氷見消防署 副署長 

富山県高岡土木センター氷見土木事務所 所長代理 

富山県高岡農林振興センター 管理検査課長 

富山県土木部 河川課主幹 

富山地方気象台 防災管理官 

＜オブザーバー＞ 

北陸地方整備局 富山河川国道事務所 

西日本旅客鉄道株式会社 金沢支社 

北陸電力株式会社 高岡支店 

 
 

 

別表１ 

大規模氾濫に関する氷見地区減災対策協議会 構成員 

氷見市長 

高岡市消防本部 氷見消防署長 

富山県高岡土木センター氷見土木事務所長 

富山県高岡農林振興センター所長 

富山県土木部 河川課長 

富山県土木部 砂防課長 

富山地方気象台長 

＜オブザーバー＞ 

北陸地方整備局 富山河川国道事務所 

西日本旅客鉄道株式会社 金沢支社 

北陸電力株式会社 高岡支店 

 

 

別表２ 

大規模氾濫に関する氷見地区減災対策協議会 幹事会 構成員 

氷見市 防災・危機管理監 

氷見市 ふるさと整備課長 

高岡市消防本部 氷見消防署 副署長 

富山県高岡土木センター氷見土木事務所 所長代理 

富山県高岡農林振興センター 管理検査課長 

富山県土木部 河川課主幹 

富山地方気象台 防災管理官 

＜オブザーバー＞ 

北陸地方整備局 富山河川国道事務所 

西日本旅客鉄道株式会社 金沢支社 

北陸電力株式会社 高岡支店 

 
 

 


